


のめやすとして、この冊子を作成しました。



情報

情報収集の方法
災害情報の伝達・収集



方法

高齢者等避難
避難指示
緊急安全確保

市
町
村
が
発
令

気
象
庁
が
発
表

警戒レベル 居住者等がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報

警戒レベル５

緊急安全確保

警戒レベル４ 避難指示

警戒レベル３ 高齢者等避難

「命の危険　直ちに安全確保！」
すでに安全な避難ができず、命の危険があるため、自宅・施設の少しでも
高い場所に緊急的に移動する等、直ちに身の安全を確保する。
＊緊急安全確保の発令を待ってはいけません。

※市町村が災害の状況を確実に把
握できるものではない等の理由か
ら、警戒レベル５は必ず発令される
情報ではありません。

「危険な場所から全員避難」
危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。立退き避
難を基本とし、洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全
を確保できるか等を確認したうえで、自らの判断で上階への移動や高層階
にとどまる等、計画的に身の安全を確保することも可能。

「危険な場所から高齢者等は避難」
高齢者や障害のある人等の避難に時間を要する人は危険な場所から避難
する必要がある。立退き避難を基本とし、洪水等に対しては、ハザードマッ
プ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、自らの判
断で上階への移動や高層階にとどまる等、計画的に身の安全を確保する
ことも可能。また、高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控える
等の行動をする。

警戒レベル２ 注意報

警戒レベル１ 警報級の可能性防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミン
グ等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自ら
の避難行動を確認する。

堺市LINE・
堺市危機管理室Twitter

警戒レベルを用いた避難情報等の種類







準備の
めやす
準備の
めやす

□懐中電灯（予備電池）
□笛
□ライター
□缶切
□多機能ナイフ
□軍手

取得する



準備の
めやす
準備の
めやす



停電に
備えて



◆災害用伝言ダイヤルの使い方

◆その他、パソコンや携帯電話、スマートフォン
では「災害用伝言版」があります。登録方法な
どは、通信会社・機種によって異なりますの
で、確認しておきましょう。



！！パソコン・携帯電話・スマートフォンの災害用伝言版の使い方！！

　そのような事態が発生した場合に、各通信会社から災害用伝言サービ
スが提供されます。
　被災者が自分の安否情報を登録し、自分の状況を知らせることができ
ます。

①https://www.web171.jp　にアクセス

②電話番号を入力
　被災地の電話番号（※）、携帯電話・PHS・IP電話の電話番号を入力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （※）市外局番から入力

③ ➡ 画面の指示に従って伝言を登録

➡ 画面の指示に従って伝言を閲覧・追加登録

◆各社メニューの「災害用伝言版」から
　伝言を登録・確認できます。
◆「災害用伝言版」メニューの入り方、利用方法については各社に
　お問い合わせください。

＊インターネット接続ができるパソコン、携帯電話、スマートフォン等でご利用できます。
＊一部の機種ではご利用になれません。

NTT

NTT docomo
au
ソフトバンク 等

「災害用伝言版」web１７１

登録

閲覧

各通信会社の災害用伝言版



② ガイダンス

④ ガイダンス

災害用伝言ダイヤルの使い方

（１）１７１をダイヤル
（２）録音「１」をダイヤル
　　被災地の方の電話番号（※）、携帯電話・PHS・IP電話の
　　電話番号をダイヤルしてください。
　　（※）市外局番からダイヤルしてください。

「電話番号０７２－〇〇〇－××××の伝言を録音します。 
電話番号が誤りの場合はもう一度おかけ直しください。」

ガイダンス

◆伝言の録音方法（暗証番号なしの場合）

（３）メッセージの録音

①そのままお待ちください

③録音開始合図音

④ 録音伝言

⑥電話をお切りください。

「堺子です。家族はみんな無事で、
さかい小学校に避難しました。
落ち着いたら連絡します。」

＊ここで電話を切ることも可能（伝言は録音されています）。
※複数伝言がある場合

＊録音開始合図音の後、伝言を録音せずに電話を切った場合でも、伝言は１件として登録されます。　　
＊伝言登録件数が限度を超えた場合は、古い伝言に上書きして登録されます。

「伝言をお預かりします。
「ピッ」という音の後に３０秒以内で
お話しください。」

「伝言をお預かりしました。」

①数字の「１」を押してください。

⑤数字の「９」➡伝言が繰り返されます。

⑥伝言を訂正する場合は、数字の「８」

⑧電話をお切りください。

「堺子です。家族はみんな無事で、
さかい小学校に避難しました。
落ち着いたら連絡します。」

③録音開始合図音

録音伝言④

＊ここで電話を切ることも可能（伝言は録音されています）。

② ガイダンス

⑤ ガイダンス

⑦ ガイダンス

② ガイダンス

（１）１７１をダイヤル
（２）再生「２」をダイヤル
　　被災地の方の電話番号（※）、携帯電話・PHS・IP電話の
　　電話番号をダイヤルしてください。
　　（※）市外局番からダイヤルしてください。

「電話番号０７２－〇〇〇－××××の伝言をお伝えします。
電話番号が誤りの場合はもう一度おかけ直しください。」

ガイダンス

◆伝言の再生方法（暗証番号なしの場合）

（３）メッセージの再生

①そのままお待ちください

③ 再　　生

⑥電話をお切りください。

⑤ ガイダンス

「お伝えする伝言は以上です。」

「堺子です。家族はみんな無事で、
さかい小学校に避難しました。
落ち着いたら連絡します。」

「新しい伝言からお伝えします。」

「この伝言は〇日午前／
午後〇時〇分にお預かりしました。」

次の伝言をお伝えします。

「伝言をお預かりします。
「ピッ」という音の後に３０秒以内で
お話しください。」

「伝言をお預かりしました。」

② ガイダンス

④数字の「８」 ➡ 伝言を繰り返す。
　数字の「９」 ➡ 次の伝言に移る。
⑤何も押さない場合は次の伝言が
　再生されます。
※複数伝言がある場合

①数字の「１」を押してください。

③ 再　　生

⑧電話をお切りください。

⑦伝言を追加して録音する場合、
　数字の「３」➡「伝言の録音を促す」
　旨のガイダンスが流れ、録音できます。

⑥ ガイダンス

「お伝えする伝言は以上です。」

「堺子です。家族はみんな無事で、
さかい小学校に避難しました。
落ち着いたら連絡します。」

「新しい伝言からお伝えします。」

「この伝言は〇日午前／
午後〇時〇分にお預かりしました。」

ガイダンス ガイダンス





むやみに
名前を呼ばない

日頃から
家族で話合いを

　近隣の方々の安全も確認します。もしも困っていたら、声をかけ、支
援してあげてください。日頃から地震の時どうするか、近隣の方々とも
話し合っておくことが必要です。





　堺市では、南海トラフ巨大地震による津波の浸水想定や津
波避難ビル等を記載した「津波ハザード
マップ」を作成しています。津波ハザード
マップについては堺市防災マップに掲載し
ております。（P29「堺市防災マップ」を
ご参照ください)



　避難のときにはご近所にも声をかけ合い、みんなでケガや病気の方
などの支援を行い、地域で協力し合う避難を心がけましょう。



立退き避難のポイント

防災マップで自宅のリスクを把握し適切な行動をとりましょう！！

●洪水・土砂災害ハザードマップ
　（大和川、西除川、東除川、石津川）
●内水ハザードマップ
●津波ハザードマップ
●高潮ハザードマップ

防災マップ
ホームページ

防災マップ
配架場所

堺市では発生する可能性のある様々
なリスクを整理し、表示した堺市防災
マップを発行しています。
市ホームページでご覧いただけるほ
か、最寄りの区役所や危機管理室、堺
市総合防災センターなどで配架して
います。

立退き避難





　地域の皆さんは、そういった方に日頃から声をかけたり、家具の固定
などを頼まれたらサポートをしてください。また、避難するときには声
をかけ、可能ならば避難の支援をしてください。

サポート

　防災のための準備の支援をお願いします。特に、どのように避難する
か要配慮者といっしょに考えてください。





目で見てわかる方法で伝えてください。

火災が起きても、119番通報で情報を伝える
ことができません。

耳が聞こえなくて困っている方、助けを求めている方を見た

身ぶりか手話、手話が使えなくても、携帯電話のメモや紙に書
いたメモを見せること、正面から顔をあわせ、ゆっくり大きく
口をあけてしゃべり、唇の動きを見てもらうことで、コミュニ
ケーションを取りやすくなります。大事なことは短い文で書い
てください。





っかり支えることを補助し、火災が発生しているときは、安全
な場所に誘導しましょう。（酸素ボンベは倒したり、火の近く
に置いたりすると危険です。）



まず簡単な言葉でゆっくりと声をかけ、不安を取りのぞきまし
ょう。その後どのような支援が必要か聞いてください。

どのような支援が必要か、まず聞いてください。

体調不良の予防や対処のため、環境整備や早期のケアが必要で
す。



すい働きかけをすることが大切です。話し言葉で理解できないときには、
文字、絵やジェスチャーなどを用いると理解できることがあります。



　忘れ物やなくし物が多い、集中できない、じっとしていられない等
の困難さがあります。

　知的発達の遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、
推論するなど特定の能力につまずきがあります。

視野の右半分又は左半分に見えているものに注意を集中できず見落と
してしまう。

周囲の状況に合わせて行動を取ることが難しく、些細なことで突然激高
したり、笑い出したりする。



　認知症は、２０２５年には６５歳以上の５人に１人がなると言われており、
主な症状は、数分前の出来事を忘れてしまうことで、全くなかったかの
ように振る舞います。そして、昔の出来事はよく覚えているのに、現在
の日時、場所、そして人の記憶が分からなくなり、以前なら簡単にでき
ていた日常のことができなくなってきます。１日の中でも、周りの人が普
通に感じるときと、何か違うなと感じるときが出てきます。







令和４年１０月１日現在

中堺警察署 242-1234

290-1803



令和４年１０月１日現在

230-0134東文化会館 東区北野田1084-136 230-0138
225-4421 225-4425　



大阪健康福祉短期大学
堺・泉ヶ丘キャンパス



89
（令和４年１０月１日現在）
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令和４年１０月１日現在





令和４年１０月１日現在

令和４年１０月１日現在

石津鉄筋住宅 西区浜寺石津町東３-１０-５



１人でできない方には支援してあげてください。
福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

（南区役所２階）





令和5年 4月

1-Ｆ1-23-0007
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